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♢ お知らせ ♢

🌼１１月３０日（火） ９時〜

フラワーパークフェスティバル🌼
（場所：高梨団地入り口の花壇周辺と高梨団地集会所）

大和小５・６年生が草取りをした後、６年生が花壇作りの

成果として、パネル発表などの活動をします。

花壇作りは毎年恒例の行事になっており、子どもたちが楽

しみにしている活動です。

多くの方に参加していただき、子どもたちの頑張る姿をぜ

ひ見ていただきたいと思います。

中学生が描いた体育祭のデコレーションもフラワーパーク

へ飾りますので合わせてご覧ください。

❤ プチっと 人権講座 ❤「村八分」裁判に思う

ご覧になった方もおられると思いますが、9月下旬の新聞に少し大きな見出しで

『村八分裁判決着も溝深く』という記事が掲載されました。

この記事を見た第一印象は「今どき、まだあるの」というものでした。

先月の投書欄にも『村八分が今でもあるとは』と題する投書が載りました。

皆さんは「村八分」という言葉を聞かれてどのように感じられるでしょうか。

この騒動の発端は集落に対する農業関連の国の交付金制度についての周知の

トラブルであったようです。Uターンして農業をしていた人はこの制度を知らず、集落

の人たち、あるいは行政に説明を求めたところ、満足な答えはもらえず、逆に「あん

たには関係ない」、「よそから帰ってきて偉そうなことを言うな」などと言われたよう

です。（いずれも新聞記事を引用）

そして、集落はこの人を構成員と認めない「共同断交」の決議をし、広報や冠婚

葬祭の連絡は届かなくなり、裁判に発展したようです。判決は『社会通念上許され

ない村八分の不法行為があった』というものでした。

しかし、判決後も集落内では「裁判までして信用できない」という声もあがり、『ま

た溝が深くなった』と新聞記事は伝えています。

私たちの周りをよく、見渡してみれば、私たちの周囲にも「村八分」とは言わない

までも「ミニ村八分」が色々とあるのではないでしょうか。

その典型は「いじめ行為」で、具体的な行為である「無視」、「排除」、「拒絶」など

の行為は「村八分」と同根ではないでしょうか。あるいは『よそ者扱い』も含まれるで

しょうか。

更に言えば、これらの行為は同和問題をはじめとするあらゆる差別問題の根底を

流れる行為でしょう。

これらの行為をなくしていくためには、やはり、お互いを認め合い、気遣い、思い

やる意識を地域全体で作り上げ、共有していく必要があるのではないでしょうか。

それは同時に地域の人権意識の向上につながり、気持ちの良い、暮らしやすい地

域づくりの土台となっていくのではないでしょうか。

≪ 相談事業 ≫ 隣保館はいろいろな相談をお受けしています。

様々な差別事象や差別発言等の人権相談、パソコンの操作方法から申請書などの書き方、

日常生活で困っている事や就労のことなど幅広く扱っています。各関係機関との連携を取り

つつ、解決に向けて寄り添います。知りたいことやどこに相談していいかわからないなど、お

気軽にご相談ください。

※ハローワークより求人情報が毎月隣保館に送られてきます。※

求職されている方や最新情報が知りたい方は、隣保館までご連絡ください。

※ １２月の予定 ※
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、教室終了後は、

備え付けのアルコールにて、机や椅子等の消毒をしていた

だきますようよろしくお願いします。

１日（水） いきいきクラブ（それぞれの立場で考える人権）

２日（木） 神楽面作り教室

５日（日） みさとほっとあっと週間（大和演劇クラブ映画試写

会：１０時〜・人権講演会：１１時〜：みさと館町

民ホール）※隣保館でもオンラインで視聴できます。

詳細についてはお問い合わせください。

８日（水） 絵手紙ボランティア

９日（木） 喜楽会

１４日（火） ニコニコ健康教室

１５日（水） 人権学習会 （講師：邑智中安部先生）１０時〜

１７日（金） 俳句教室

１８日（土） 習字教室

２０日（月） あみものクラブ

２２日（水） ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ教室・高梨ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ教室

２３日（木） 隣保館大掃除 １０時〜（豚汁を用意します）

森林教室

２４日（金） 切り絵教室

２７日（月） ニコニコ健康教室

※赤字はどなたでも参加できます

🌼フラワーパーク🌼秋の花植え🌼 （１０月１９日）

(高梨団地入り口の花壇)

大和小５、６年生が地域の方と花壇作りをしました。

テーマは『ふるさとの愛と希望をのせた赤とんぼ』です。

春の花植えでは“蝶々”がポイントだった花壇から、“赤とんぼ”へと様

変わりしました。６匹の赤とんぼと６つのハートをそれぞれグループに分か

れて作りました。

地域の方には、植え方などアドバイスをしていただき、みんなで協力し合

いながら、和やか且つスムーズに作業することができました。

赤とんぼやハートにもそれぞれ特徴があって“愛”があふれる可愛らしい

花壇が完成しました‼

子どもたちが試行錯誤しながら頑張って作ったフラワーパークをぜひ見に

来てください♪

【 １２月１日（水） １０時〜 いきいきクラブ 】

今月のいきいきクラブは『それぞれの立場で考える人権』というこ

とで、ビデオ鑑賞やゲームなどをしながら人権について考える時間に

したいと思います。

「自分だったらどうするか」「自分だったらどう感じるか」…

一緒に考えてみましょう‼

朝晩ずいぶんと冷え込む季節となりました

ので、体調を崩されないように、温かくして

お越しください。

参加募集

≪１２月１５日（水）人権学習会 １０時〜１２時≫

邑智中学校の安部慎一先生をお招きし、同和問題について

の人権学習会を行います。

安部先生は、同和問題をはじめとする様々な人権問題、差

別意識の解消に向けて啓発、教育に携わっておられます。

差別の歴史や現代の差別問題のことなど幅広くお話をいた

だきます。お誘い合せの上、ぜひご参加ください。


